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平成２０年第４回志賀町議会定例会会議録 

 平成２０年１２月４日、第４回志賀町議会定例会を志賀町役場議場に招集した。 

（午前１１時１２分 開会） 

（出席議員） 

  １番  南   政 夫 

  ２番  橘   照 茂 

  ３番  下 池 外巳造 

４番  須 磨 隆 正 

  ５番  越 後 敏 明 

６番  田 中 正 文 

  ７番  寺 岡 真貴子 

  ８番  冨 澤 軒 康 

  ９番  櫻 井 俊 一 

 １０番  林   一 夫 

 １１番  松 浦 恒 義 

 １２番  戸 坂 忠寸計 

１３番  小 田 芳 治 

１４番  辻   武 美 

１５番  久 木 拓 栄 

１６番  木 村 正 男 

１７番  山 本 辰 榮 

１８番  稲 村 幸 雄 

（欠席議員） 

  なし 

（議案説明のため出席した者の職氏名） 

  町     長    細 川 義 雄 

  副  町  長    坪 野 高 志 

  副  町  長    綱 木 常 一 

総 務 課 長    木 坂 孫 信 

  富 来 支 所 長    金 谷 昭 一 
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企画財政課長    新 木 利 夫 

  情 報 推 進 課    宮 本 俊 一 

  税 務 課 長    藤 田 好 博 

  住 民 課 長    田 村   実 

  子育て支援課長    狩 野   博 

  健康福祉課長    柴 田 一 廣 

 生活安全課長    横 川 外 治 

  商工観光課長    富 樫 一 就 

  農林水産課長    播 磨 外喜夫 

  建 設 課 長    西   清 一 

  上下水道課長    平 野 敏 一 

  富来病院事務長    大 村 英 信 

  会 計 管 理 者    小 山   剛 

教  育  長    青 山 源 隆 

  学校教育課長    向 畠   登 

  生涯学習課長    小 谷 正 衛 

（職務のために出席した者の職氏名） 

議会事務局長     中 村 久 明 

書    記     西   清 孝 

（議事日程） 

日 程 第 １  会期の決定 

日 程 第 ２  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ３  諸般の報告 

日 程 第 ４  町長提出 議案第８５号ないし第１０５号（提案理由説明） 

日 程 第 ５  町長提出 議案第１０４号ないし第１０５号 

(質疑、委員会付託、討論、採決） 

 

（ 開 会 ・ 開 議 ） 

林  一夫議長 ただ今から平成２０年第４回志賀町議会定例会を開会し、直ちに本日の

会議を開きます。 
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本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

日程第１．会 期 の 決 定 

林  一夫議長 日程に入り、会期の決定を行います。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの１３日間といたしたい

と思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

(異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし) 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます 

        よって、本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの１３日間と決

定いたしました。 

 

日程第２．会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 

林  一夫議長 次に、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員に 

４番 須磨 隆正 君、 

５番 越後 敏明 君を指名いたします。 

 

日程第３．諸 般 の 報 告 

林  一夫議長 続いて、諸般の報告を行います。 

        諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 

        諸般の報告を終わります。 

 

日程第４．町長提出 議案第８５号ないし第１０５号 

（提 案 理 由 説 明） 

林  一夫議長 次に、本日町長から提出のありました議案第８５号ないし第１０５号

に対する提案理由の説明を求めます。 

細川町長。 

細川 義雄町長 はい、議長。 
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本日ここに平成２０年第４回志賀町議会定例会を招集申し上げましたと

ころ、議員各位におかれては、年末の御多忙な折にもかかわりませず、御

応招賜り厚く御礼申し上げます。 

師走に入り、本年も残すところわずかとなり、特に緊急案件がない限り

本定例会が納めの議会となります。 

平成２０年を振り返って見ますと、暫定税率問題、後期高齢者医療問題、

福田首相の突然の辞任、衆議院解散問題、そして、ここに至って定額給付

金問題など国政はますます混迷を深めております。 

また、経済情勢においても年間を通しての原油高に伴う燃料費、食料品

などの物価の高騰、リーマン・ブラザーズの破たんをきっかけとした株価

の暴落や円高など世界規模で危機的状況に陥っております。こうした中、

志賀町では、地震災害からの復興や、第一次志賀町総合計画に掲げる各種

事業を推進してまいりました。 

「地震災害の復興」については、引き続き災害復旧工事を進めるととも

に、被災世帯への災害見舞金や利子補給も実施させていただきました。ま

た、地震の影響により昨年はやむを得ず中止といたしました「やっちゃ祭

り」や各種の復興イベントも開催させていただき、町民の皆様のご協力に

よりそれぞれ盛況な催しとなりました。 

また、合併後の最大プロジェクトでありましたケーブルテレビ事業が完

成し、１０月には全面開局することができました。開局したばかりで、課

題もありますが、町民の皆様にとって、より有効な情報通信媒体となるよ

う努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

次に、若者定住の目玉事業として西山台ニュータウンの宅地造成工事に

着手し、予約受付を開始しましたところ、たいへん好評をいただいている

ところであります。また、若者定住には欠かすことのできない企業誘致に

つきましても新規に進出いただいた企業や進出に前向きな回答をいただい

ている企業もあり、今後も引き続き、若者の雇用確保のため努力したいと

考えております。 

その他、生活基盤整備事業として、引き続き上下水道や幹線道路の整備

を行うとともに、福祉関連では、高浜町地内でのショートステイの開所、
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高齢者福祉住宅の着工などの施設整備を行うとともに、各種の子育て支援

策も継続して実施してまいりました。 

冒頭にも申し上げましたが、国内の政治情勢の混迷、世界経済が危機的

状況にある中、また、国、地方ともに厳しい財政事情を考えますと、決し

て十分とは言えませんが、志賀町としては、比較的順調な一年であったと

思っております。 

さて、志賀町では、昨年度から志賀原子力発電所による固定資産税の収

入があり、各種財政指標を示す数値では、一時的に好転を見せております

が、議員各位もご承知のとおり、年々大幅な歳入の減少が続き、今後、厳

しい財政運営が予測されております。現在、平成２１年度の予算編成にと

りかかっておりますが、将来にわたって住民の福祉向上と財政健全化のた

め、前年踏襲にとらわれることなく、予算を編成するよう職員に指示した

ところであります。 

また、一昨年に策定いたしました集中改革プランに基づく行財政改革を

さらに推進するとともに、町が出資する団体に対する改革指導や各種団体

への補助金等についても、見直しを進めており、今後の厳しい財政事情に

対応しつつ、住民の安定した生活のため努力したいと思っておりますので、

議員各位におかれましても御理解と御協力をお願い申し上げます。 

さて、本定例会に提案申し上げ、御審議いただきます案件は、平成２０

年度一般会計、特別会計及び企業会計の補正予算が１０件、条例の制定及

び一部改正が８件、土地開発公社の定款変更が１件、工事請負契約の締結

が１件、工事請負契約の議決の一部変更が１件のあわせて２１件でありま

す。以下、その大要につきまして御説明申し上げます。 

議案第８５号、平成２０年度志賀町一般会計補正予算（第２号）につい

ては、電算システムの改修、まちづくり交付金事業、定住促進住宅地造成

事業の増額、土田小学校体育館耐震補強工事の実施及び基金の積み立てが

主なるものであり、歳入歳出予算にそれぞれ、２億１４３万１千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を１４７億９，１６２万７千円とするものであり

ます。 

議案第８６号、平成２０年度志賀町国民健康保険特別会計補正予算（第
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２号）については、医療費の減額に伴う補正であり、歳入歳出予算からそ

れぞれ１億３５３万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２８

億８６１万円とするものであります。 

議案第８７号、平成２０年度志賀町老人保健特別会計補正予算（第２

号）については、平成１９年度分の医療費が確定したことによる交付金事

務費の精算による補正であり、歳入歳出予算にそれぞれ１８万５千円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億６，５６８万円とするものであ

ります。 

議案第８８号、平成２０年度志賀町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）については、消費税申告の算定により還付が見込まれるため、

消費税納付額を減額する補正であり、歳入歳出予算からそれぞれ１５１万

１千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７億３，６９２万５千円

とするものであります。 

議案第８９号、平成２０年度志賀町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）については、公共下水道施設負担金及び後年度加入負担金の増

額補正であり、歳入歳出予算にそれぞれ１，６８０万円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１８億７，０１９万３千円とするものであります。 

議案第９０号、平成２０年度志賀町地域し尿処理施設整備事業特別会計

補正予算（第１号）については、町管理の浄化槽修繕費の増による補正で

あり、歳入歳出予算にそれぞれ７千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ５，０７４万６千円とするものであります。 

議案第９１号、平成２０年度志賀町介護保険特別会計補正予算（第２

号）については、介護保険システム、介護保険認定支援システム改修費に

ついて、当該経費を一般会計から繰り入れるもので、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ１，０９９万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

２５億５５７万８千円とするものであります。 

議案第９２号、平成２０年度志賀町ケーブルテレビ事業特別会計補正予

算（第２号）については、事業精算に伴う補正であり、歳入歳出予算から

それぞれ２６８万１千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３億

５，２２２万９千円とするものであります。 
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議案第９３号、平成２０年度志賀町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついては、建設改良事業費の精算見込みによる補正であり、収益的収支の

収入予定額で２３４万８千円、支出予定額で３７１万２千円を追加し、資

本的収支では、支出予定額で７，８３０万円を減額するものであります。 

議案第９４号、平成２０年度志賀町立富来病院事業会計補正予算（第２

号）については、新型インフルエンザ予防経費が国庫補助対象とされたこ

とから、人口呼吸器等を購入するもので、収益的収支の支出予定額で４２

万６千円を追加し、資本的収支の支出予定額で３６１万５千円を追加する

ものであります。 

議案第９５号から議案第１０３号は、条例の制定及び一部改正について

であります。 

議案第９５号、志賀町企業立地の促進等による地域における産業集積の

形成及び活性化のための固定資産税の特例に関する条例については、平成

１９年５月に公布された企業立地の促進による地域における産業集積の形

成及び活性化に関する法律の規定に基づく基本計画により、この基本計画

に該当する企業の固定資産税の課税免除に関する条例を制定し、産業集積

を促進し、雇用の増大及び経済の活性化を図るものであります。 

議案第９６号、志賀町企業立地の促進等による地域における産業集積の

形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める

条例については、国の企業立地促進法で、市町村条例により環境施設用地

面積の割合を緩和することができるとされたことに対応するもので、条例

の制定により堀松工場団地に適用しようとするものであります。 

議案第９７号、志賀町立富来病院看護師等修学資金貸与条例については、

病院における看護師不足を解消するため、看護師になろうとする者に対し

て町独自の修学資金の貸与条例を制定し、将来の看護師確保の一助とし、

病院経営の効率化を目指すものであります。 

議案第９８号、公益法人制度改革に伴う関係条例の整理に関する条例に

ついては、公益法人制度改革に係る法律等の施行に伴い、文言整理を主と

した関係条例の整理を行うものであります。 

議案第９９号、株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴う関係条例の
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整理に関する条例については、国の政策金融改革の一環として、株式会社

日本政策金融公庫法等の施行に伴い、国民生活金融公庫、農林漁業金融公

庫等が統合され、関係する法律の整備が行われたため、関係する条例の整

備を行うものであります。 

議案第１００号、志賀町税条例の一部を改正する条例については、不均

一となっている志賀・富来の固定資産税の税率について、合併協定より一

年前倒しの平成２１年度課税分から標準税率の１．４％で統一するもので

あります。 

議案第１０１号、志賀町防災行政無線の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例については、ケーブルテレビの整備に合わせて防災行政

無線をデジタル化したことに伴う所要の改正を行うものであります。 

議案第１０２号、志賀町農業集落排水施設条例の一部を改正する条例に

ついては、今年度末の大笹処理区の事業完了に伴う区域の変更及び二所宮

処理区の処理場の完成に伴う同地区の一部供用開始を行うための改正を行

うものであります。 

議案第１０３号、志賀町土地開発公社定款の変更については、民法の改

正及び郵政民営化に伴い、土地開発公社の定款について所要の改正を行う

ものであります。 

議案第１０４号の工事請負契約の締結については、末吉、西山地内で、

志賀町定住促進住宅地造成事業の防災公園一式の整備を行うもので、南建

設株式会社代表取締役 北 省一 と６，２０８万６千５００円で請負契約

を締結するものであります。 

議案第１０５号の工事請負契約の締結についての議決の一部変更につい

ては、志賀町ケーブルテレビ整備工事の伝送路工事について、平成２０年

９月４日に議決をいただき、１１億５２３万円で変更契約いたしましたが、

民放デジタル放送の安定供給を図るため、富来中継局へのケーブル幹線を

延伸する工事等で、１，６６５万円を追加し、変更後の金額を１１億２，

１８８万円とするものであります。 

以上、本定例会提出案件についての概要説明を終わらせていただきます

が、詳細につきましては、議事の進行に従い、私又は関係職員が説明にあ
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たりますので、議員の皆様におかれましては、何とぞ慎重なる御審議のう

え、適切なる御決議を賜りますようお願い申し上げます。 

林  一夫議長 説明を終わります。 

 

日 程 第 ５ 町長提出 議案第１０４号ないし第１０５号 

(質疑、委員会付託、討論、採決） 

林  一夫議長 これより、町長から提出のあった議案のうち、議案第１０４号 工事請

負契約の締結について「志賀町定住促進住宅地造成事業（防災公園工事）」、

及び議案第１０５号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更につ

いて「志賀町ケーブルテレビ整備工事 伝送路工事請負契約」に対する質

疑を許します。 

        （発言なし） 

林  一夫議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

 

（委員会付託） 

林  一夫議長 お諮りいたします。 

        各案につきましては、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付

託を省略いたしたいと思います。 

        これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、委員会付託は省略することに決しました。 

      

（ 討  論 ） 

林  一夫議長 これより、各案に対する討論に入ります。 

        （発言なし） 

        ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

      

（ 採  決 ） 

林  一夫議長 これより、採決いたします。 

 －９－ 



まず、町長提出 議案第１０４号を採決いたします。本案は、原案のと

おり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第１０５号を、採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

 

（  休   会  ） 

林  一夫議長 続いて、休会の件について、お諮りいたします。 

        議案調査等のため、明５日から８日の４日間は、休会といたしたいと思

います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、明５日から８日の４日間は、休会することに決しました。 

次回は、１２月９日午前１０時から会議を開きます。 

本日は、これにて散会いたします。 

（午前１１時３３分 散会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 －１０－ 



議 長 報 告 

１．議長報告第２８号 

  入札結果報告について 

  （平成２０年 ９月２９日  ７件） 

  （平成２０年１０月 ２日  ８件） 

  （平成２０年１０月２１日 １１件） 

  （平成２０年１１月 ５日 １０件） 

  （平成２０年１１月２５日  ３件） 

 

２．議長報告第２９号 

  例月出納検査結果報告について 

  （平成２０年 ９月２４日実施分） 

  （平成２０年１０月２４日実施分） 

  （平成２０年１１月２５日実施分） 

 

３．議長報告第３０号 

陳情書について 

 （国の教育予算を拡充することについて） 

 －１１－ 


